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　　つくば市地域包括支援センター業務委託に参加を申し込むに当たり、公募開始の日から契約締結までの日において、下記の応募資格をすべて満たしていることを誓約します。

記

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に規定する者に該当しないこと。
(2) 地方自治法施行令第167条の４第２項の規定に基づくつくば市の入札参加の制限を受けていないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団でなく、かつ、その役員が茨城県暴力団排除条例（平成22年茨城県条例第36号）第２条第３号に規定する暴力団員等でないこと。
(4) 茨城県建設工事等請負業者指名停止措置要領（平成６年７月14日付け監第692号）、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準又はつくば市入札参加指名停止等措置要綱（平成６年つくば市告示第15号）に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。
(5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民
事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと。ただし、申立てをしている場合であっても、更生手続開始決定後又は再生手続開始決定後につくば市が一般競争入札参加資格の再認定をしたときは、この限りでない。
(6) 市税（つくば市内に本店、支店又は営業所がある場合に限る。）、本店所在地の都道府県税、所得税（個人事業主の場合に限る。）、法人税及び消費税について未納がないこと。
(7) 応募する圏域内に地域包括支援センターを設置できること。
(8) 介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の22第２項各号のいずれかに
該当しないこと。
(9) つくば市内に介護保険法に基づく指定を受けてサービスを提供する事業所　(福祉用具を貸与・販売する事業所を除く。)又は施設を有し、かつ、当該事業所又は施設について１年以上の運営実績があること（医療、介護の一体的関連法人の実績でも可）。
(10) 福祉分野における事業において、本業務に応募する法人又は本業務に応募す
る法人と関連のある法人が、違法行為等により上記(9)の指定の取消し、指定の全部又は一部の効力の停止等の処分を過去５年以内に受けていないこと。
